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（用語説明） 

公共施設等 公共施設、公用施設、地方公共団体所有の建築物その他の工作物を

いう。公民館、図書館、学校、庁舎など建物施設の他、道路・橋梁

等の土木構造物、下水道管渠等も含む包括的な概念である。 

公共施設 本計画では、公共施設等からインフラ資産を除いた資産と定義する。 

インフラ資産 インフラストラクチャー（infra-structure）の略。本計画では、公

共施設等のうち、道路・橋梁などの都市関連施設、下水道（管渠）

などの公営企業会計施設をいう。 

修繕 劣化した建築物等の性能・機能を、初期水準まで回復させること。 

改修 劣化した建築物等の性能・機能を、初期水準を超えて改善すること。 

大規模改修 建築物の外壁、屋根防水、建物付属設備（電気、空調、昇降機等）

の改修や給排水管の更新等を行う大規模な改修のこと。 

更新 老朽化に伴い機能が低下した公共施設を取り替え、同程度の機能に

再整備すること。具体的には、大規模改修や施設の建替え及びイン

フラ資産の取り替え等のこと。 

長寿命化 公共施設等を適切に修繕・改修し、耐用年数（寿命）を伸ばすこと。 

旧耐震基準 昭和56（1981）年の法改正前の建築基準法による耐震基準のことで、

中規模程度の地震（震度５強程度）を想定して規定されている。 

新耐震基準 昭和56（1981）年の法改正後は「新耐震基準」と言われており、震

度６強～震度７の揺れでも即座に倒壊しないことを想定して規定さ

れている。 

公営企業会計 地方公営企業法を適用する法適用事業と、適用されない法非適用事

業に分類される。本市では、介護サービス事業、駐車場事業、下水

道事業及び土地取得造成事業が法適用事業に該当する。 

合併算定替 合併市町村の普通交付税においては、旧合併特例法により合併後 

10年間は、合併前の市町村ごとに算定した普通交付税の総額が交付

される。これを「合併算定替」といい、合併11年目から段階的に減

らされ、16年目には純粋に一つの自治体として算定・交付される。 

指定管理者制度 公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サー

ビスの向上と経費の節減を図ることを目的に、法人その他の団体な

どに、公の施設の管理を委ねる制度。指定管理者の範囲については、

特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定される。 

ＰＰＰ Public Private Partnershipの略。官民協働。アウトソーシングな

どを含めた公共と民間のパートナーシップによる公共サービスの提

供手法の総称。 

ＰＦＩ Private Finance Initiativeの略。民間資金等活用事業。公共施設

等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力

を活用し効果的かつ効率的に社会資本整備を図る事業手法のこと。 

ゾーニング 土地、地域、空間、施設等をテーマ・用途別に区画すること。 


